
 

史跡下寺尾官衙遺跡群および下寺尾西方遺跡における現状変更について 

 

１ 基礎情報 

 (1) 文化財の種類：国指定史跡 

 (2) 名称：下寺尾官衙遺跡群、下寺尾西方遺跡 

 (3) 所在：茅ヶ崎市下寺尾５４７番１ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月２３日 

茅ヶ崎市文化財保護審議会 

下寺尾遺跡群等保存・活用部会 

資料２ 



 

２ 経過 

令和６年１月１６日に、東京電力パワーグリッド株式会社より、史跡地内の電

柱地支線撤去について相談がありました。 

３ 工事内容 

 地支線撤去のために地支線設置範囲を開削し、撤去後現状復帰します。 

 

４ 史跡内容 

 同敷地内において確認調査を実施しており、１、４、７区において、弥生時代

の環濠、古代の竪穴建物址、版築遺構を確認しました。遺跡内容は表土直下に残

存しています。一方で、２、３、５、６、８区は最大３ｍ以上の土取りにより撹

乱されている状況を確認しています。 

５ 対応 

   文化財保護法施行令 5条 4の一のホ「電柱、電線、ガス管、水管、下水道管そ

の他これらに類する工作物の設置又は改修」にあたるため、市教育委員会へ現状

変更許可申請をし、市教育委員会職員立会のもと、基本的に過去の堀山を中心と

して施行し、状況に応じて遺跡を傷つけないよう設計変更するよう協議します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


